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消
費
税
と
独
占
禁
止
法
の
阻
却
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

鈴
木
俊
一
財
務
大
臣
は
、
令
和
五
年
五
月
十
五
日
の
衆
議
院
決
算
行
政
監
視
委
員
会
で
、
独
占
禁
止
法
（
以
下
「
独
禁

法
」
）
を
阻
却
す
る
措
置
を
せ
ず
に
、
新
た
に
課
税
事
業
者
に
な
っ
た
者
に
個
別
に
対
応
す
る
と
答
弁
し
た
。 

 

公
正
取
引
委
員
会
の
政
府
参
考
人
は
、
同
じ
く
令
和
五
年
五
月
十
五
日
の
衆
議
院
決
算
行
政
監
視
委
員
会
で
、
新
規
課
税
事

業
者
が
団
結
し
て
消
費
税
の
転
嫁
に
つ
い
て
の
カ
ル
テ
ル
を
形
成
し
た
場
合
、
「
一
般
論
と
し
て
申
し
上
げ
ま
す
と
、
事
業
者

が
共
同
し
て
取
引
価
格
を
引
き
上
げ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
独
占
禁
止
法
上
の
不
当
な
取
引
制
限
と
し
て
問
題
と
な
る
可

能
性
が
あ
る
」
と
答
弁
し
た
。 

 

里
見
隆
治
経
済
産
業
大
臣
政
務
官
は
、
同
じ
く
令
和
五
年
五
月
十
五
日
の
衆
議
院
決
算
行
政
監
視
委
員
会
で
、
「
（
平
成
二

十
五
年
五
月
十
日
の
衆
議
院
経
済
産
業
委
員
会
に
お
い
て
、
当
時
の
平
将
明
経
済
産
業
大
臣
政
務
官
が
、
消
費
税
の
転
嫁
に
つ

い
て
）
そ
の
間
に
強
い
人
と
弱
い
人
が
い
る
と
い
っ
た
と
き
に
、
価
格
交
渉
に
お
い
て
消
費
税
が
転
嫁
で
き
な
い
構
造
的
問
題

が
あ
る
と
明
確
に
答
弁
し
て
お
り
ま
し
た
が
、
現
在
も
同
じ
認
識
で
し
ょ
う
か
。
」
と
の
質
問
に
対
し
、
「
御
指
摘
の
平
成
二

十
五
年
の
平
政
務
官
の
答
弁
は
、
消
費
税
転
嫁
特
措
法
の
審
議
の
際
に
、
消
費
税
が
上
が
る
際
に
は
、
交
渉
力
の
強
い
事
業
者

と
弱
い
事
業
者
の
間
で
は
、
構
造
的
に
そ
の
上
昇
分
が
転
嫁
さ
れ
に
く
く
、
買
い
た
た
き
な
ど
の
転
嫁
拒
否
を
引
き
起
こ
し
や



 

２ 

 

す
い
た
め
、
消
費
税
還
元
セ
ー
ル
等
の
広
告
を
禁
止
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
と
い
う
見
解
を
示
し
た
も
の
と
認
識
を
し
て
お

り
ま
す
。
消
費
税
に
限
ら
ず
、
コ
ス
ト
が
上
昇
す
る
際
に
、
交
渉
力
の
強
い
事
業
者
と
弱
い
事
業
者
の
間
で
は
、
構
造
的
に
そ

の
上
昇
分
を
転
嫁
す
る
こ
と
が
難
し
い
と
い
う
問
題
が
あ
る
と
い
う
認
識
に
変
わ
り
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
」
と
し
、
立
場
が
弱

い
事
業
者
が
立
場
の
強
い
事
業
者
に
対
し
て
消
費
税
の
価
格
転
嫁
を
し
づ
ら
い
構
造
的
な
問
題
が
あ
る
事
に
つ
い
て
、
平
成
二

十
五
年
よ
り
現
在
ま
で
認
識
を
同
じ
く
し
て
い
る
旨
を
答
弁
し
た
。 

一 

鈴
木
財
務
大
臣
は
独
禁
法
の
阻
却
に
つ
い
て
の
特
措
法
を
措
置
せ
ず
、
百
六
十
一
万
社
（
者
）
と
見
積
も
る
新
規
課
税
事

業
者
に
対
し
、
個
別
に
対
応
す
る
と
し
て
い
る
が
、 

 

１ 

「
個
別
」
に
対
応
す
る
と
は
、
何
を
示
す
の
か
。 

 

２ 

具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
指
導
を
、
ど
の
よ
う
に
管
理
監
督
す
る
の
か
。 

二 

政
府
が
、
力
関
係
に
よ
り
消
費
税
の
価
格
転
嫁
を
し
づ
ら
い
構
造
的
問
題
を
把
握
す
る
中
で
、
弱
い
立
場
の
事
業
者
の
対

抗
措
置
で
あ
る
カ
ル
テ
ル
を
形
成
し
た
際
に
起
こ
り
得
る
独
禁
法
を
阻
却
す
る
た
め
の
措
置
は
最
低
限
必
要
と
考
え
る
が
、

措
置
し
な
い
理
由
は
何
か
。 

三 

右
の
独
禁
法
の
阻
却
の
措
置
を
せ
ず
、
新
規
課
税
事
業
者
が
、
や
む
を
得
ず
カ
ル
テ
ル
を
形
成
し
、
値
上
げ
交
渉
せ
ざ
る



 

３ 

 

を
得
な
く
な
っ
た
際
に
、
独
禁
法
の
違
反
と
な
っ
た
場
合
は
、
政
府
の
不
作
為
で
あ
る
が
、
政
府
は
ど
う
責
任
を
取
る
の

か
。 

 

右
質
問
す
る
。 


